
(そ の 1)

収 支 報 告 書

く国会鵬員関係政治団体・資金管理団体用>

令和 3 年分

( ふ  り ，

称

な
　
名

ミ
　
の

カ

体

しらかわあゆみこうえんかい

1政 治 団 白川鮎美後援会

2 主たる事務所の所在地   長崎県長崎市青山町4-18

3代 表 者 の 氏 名 白川 鮎美

4 会 計 責 任 者 の 氏 名    白川 よしみ

事務担当者

藤澤 美希

090-7291-6918
賭
覇
賭
臨

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年

年

月

月

日から

日まで

記入もれ注意

チェックもれ注意

政治団体の区分

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

チェックもれ注意

活動区域の区分

□  2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

回  同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

資金管理団体の指定の有無

回

回

有

無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏名

参議院議員 (候補者)

白サII 魚占美

国会議員関係政治団体の区分

回  政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

回  政治資金規正法第 1乳条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者の氏名   白)II 鮎美

公 職 の 種 類 参議院議員 (候補者)

受
付

欄

-41贔 31
資金管理団体の指定の期間

年

年

月

月

日から

日まで

′

′

′



全国団体用
(その 2)

1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

収 支 の 状 況

収 入 総 額 身∂ヱヱ,89δ

(前 年 か ら の 繰 越 額 )
ヱ,7■■,

(本 年 の 収 入 額 )
ヱ′ヱθαθθ

=

支 出 総 額 島72′θ軍5

翌 年 へ の 繰 越 領 Jttβ5=

(1)個人の負担する党費又は会費

θ
金   額

0人
員   数 (党費又は会費を納入 した人の数)

(2)寄 附
考備額金ア 寄附 (イ を除く。)の区分

=
ヱθQ(ア)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か ら の 寄 附

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附

= =θ
Q小 計   (ア )十  1イ)+ (ウ )

(寄附のうち寄附のあつせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

=
ゴ合  計   (ア  + イ )

2



(その 6)

(6)そ の 他 の 収 入

考備金 額要摘

=
利 息

ヱこ の 頁 の 小 計

1件 10万 円 未 満 の も の

計合

(注)1件 10万円以上の収入は個別に記載し、10万円未満の収

入は一括して記載して下さい。

3



(その 7) (1,2,3の いずれかにOをつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

帷°
孫絲拙脇裸路、隣    。

寄附者の区分 ①.個人 2.法人。その他の団体 3。 政治団体(7)寄 附 の 内 訳

職表 又は代表者の氏之 備考住 所  (又は所在地)年 月 日寄附者の氏名 (又は名称 ) 金 額

白川鮎美R3.12。 25 長崎県佐世保市東浜町 941-2ヱ′ヱθQθθθ白サll魚占美

こ の 買 の 小 計 ヱ′どθQθθθ

θそ の 他 の 寄 附

′,ヱ θqθθθ合 計

牛



(そ の13)

3 支出項 目別金額の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

備 考額金目項

1 経   常   経 費

費件(1)    人

(2)光 熱 水 費

翠王(3)備 品 。 消 耗 品 費

5王島θ5(4)事 務 所 費

∂ 78′Jヽ 計

び5ヱ∂

2政 治 活 動

動

費

費(1)組 織 活

(2)濃 挙 関 係 費

ア～工の計
=′

θヱQ
52島ア 機 関 紙誌 の発 行 事 業費

翠∂島イ 宣 伝 事 業 費

ゥ 政治資金パーテイー開催事業費

(3) 機関紙業の発行その他の事業費

エ そ の 他 の 事 業 費

ヱθ夏,(4)調 査 研 究 費

(5)寄 附 ・ 交 付 金

(6)そ の 他 の 経 費

ヱ,/1ヽ 計

計合

も
｀



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の 内訳 項 目 別 区 分 光熱水  ( 光熱水 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

水道光熱費 ′ら′77 R3.3.15 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町359-1

水道光熱費 ′身ク7♂ R3.4.30 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町85併 1

水道光熱費 ′L889 R3.6.8 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

こ の 頁 の 小 計 イ9J♂
'

そ の 他 の 支 出 ′身θσ′

合  計 5曳♂,θ

(注 1)

(注 2)

1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載 して下さい。
「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さいざ

b



(そ の 14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品 。消耗品  ( 定期購読料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地)
備 考

長崎政治経済新聞 ♂2θθθ R3.2.15 (株 )長崎政治経済新聞 長崎県佐世保市,烏 帽子町328-3

こ の 買 の 小 計 ∂9θθθ

そ の 他 の 支 出 ′9ク♂θ

合  計 イ9ク♂θ

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。
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(その 14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品 。消耗品  ( 備品 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

撮影機材 θ島翠∂び R3.2.5 ゲオ佐世保大塔店 長崎県佐世保市大塔町1857-2

こ の 買 の 小 計 9島翠∂び

そ の 他 の 支 出 党δ♂θ

合  計 ヱθ島
=55

1注

1)危万呈監1紀茎懲ヒ孝釜轟g聖雫習識}｀

 1万円未満の支出は

(注 2)ギ応暑皆客書泳!豊粧含啓|こ記撃tモ卓きRF目
別区分の(

「その

)の

患



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品 。消耗品  ( 消耗品 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

タイヤ交換工賃 ヱ島∂
=θ

R3.1.7 オィトバックス佐世保市日宇店 長崎県佐世保市日宇町2844-12

ガノリン代 2島
=跨

R3,1,29 林兼石油(株 ) 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目10番 10与

ガゾリン代 ∂鳥びδ2 R3.2,28 林兼石油(株) 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目10番 10号

ガノリン代
=ら

θびθ R3.3,30 林兼石油(株 ) 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目10番 10号

ガゾリン代 2猛∂β翠 R3.4.22 林兼石油(株 ) 福側県福岡市中央区渡辺通四丁目10番10号

ガソリン代
=2∂

β7 R3.5.26 林兼石油(株 ) 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目10番10号

ガソリン代
=Z92

R3.7,28 林兼石油(株 ) 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目10番 10号

こ の 頁 の 小 計
=5島

翠θθ

そ の 他 の 支 出 92δ∂
=

合  計 255,θβ
=

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は
他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

「その

?

)の



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。〉の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 定期購読料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(スは名称) 支出を支けた者の住所(又は所在地) 備 考

長崎政治経済新聞 ∂qθθθ R3.2.15 (株 )長崎政治経済新聞 長崎県佐世保市J烏中目子町328-3

こ の 頁 の 小 計 ∂qθθθ

そ の 他 の 支 出
=q2∂

θ

合  計 翠92∂θ

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。

,0



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 賃借料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

事務所賃借料 3島 5θつ R3.1.22 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務所賃借料 ∂身5θθ R3.2.16 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務所貸借料 J島 5θθ R3.3.15 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務所賃借料 ∂身5θθ R3.4,30 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町85併 1

事務所賃借料 J島 5θθ R3.6.8 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務所賃借料 ∂島5θθ R3.6.30 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務所賃借料 ∂島5θθ R3.7.26 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

サーバー運用保守代

==qθ
θθ R3.9.14 リコージャパン株式会社 東京都港区芝3-8-2芝 公園ファーストビル

こ の 頁 の 小 計 379,5θθ

そ の 他 の 支 出 5Qθθθ

合  計 望J島 5θθ

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その
他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。

||



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 通信費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を党けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 £59び

合  計 £5θび

(注 1)

(注 2)

1万円以上の支出はすべて個月Uに記載 し、 1万円未満の支出は

他の支出」に一括して記載 して下さい。

「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

「その

|ユ

)の



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 事務管理 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 文出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

監査報酬 び£θθ9 R3.8.10 藤原公認会計士事務所 佐賀県佐賀市神野東1-卜1-306

こ の 頁 の 小 計 ♂£θθθ

そ の 他 の 支 出 qグび
=

合  計 Z転 9び
=

(注 1)1万円以上の支出はすべて個男lllこ 記載し、 1万円未満の支出は「その
他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

|う



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 行事 。会議費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出
=2θ

び翠

合  計 ヱ2θび4

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は
他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

「その

)の

十年



|   (そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 旅費・交通費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏老(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

旅客運賃
=£

ヱθθ R3.1.21 スカイマーク(株 ) 東京都大田区羽田空港3-5-10

旅客運賃
=身

∂θθ R3。 1.21 スカイマーク(株 ) 東京都大田区羽田空港3-5-10

ETC不可用料 22軍θθ R3.1.31 白川鮎美 長崎県佐世保市東浜町941-2

ETC不可用料 2身 拓δθ R3.2,28 白川鮎美 長崎県佐世保市東浜町941-2

宿泊代
=Qび

θθ R3.3.9 (株)ホテル南風楼 島原市弁天町2丁 目7381-1

ETC不可用料 2島 δ
=θ

R3.3.30 白川鮎美 長崎県佐世爆市東浜町941-2

ETC禾け用料 ヱ身ユθθ R3.4.30 白,II鮎美 長崎県佐世保市東浜町941-2

ETC不ば用料 2Zβびθ R3.5,30 白川鮎美 長崎県佐世保市東浜町941-2

ETC禾J用料 ′Z5=θ R3,6.30 白川鮎美 長崎県佐世保市東浜町941-2

旅客運賃 ヱ島∂9θ R3.8.4 スカイマーク(株 ) 東京都大田区羽田空港3-5-10

こ の 買 の 小 計
=θ

身∂Jθ

そ の 他 の 支 出
=ヱ =,357

合  計 ∂
=Qび

∂7

田
膠 部 製 Ⅷ 智 と

｀砺 昧 満球 単

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。

「その

|『

)の



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 宣伝事業費 (制作費・印昂J費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称)
支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

印刷代 ∂θ
=′

95θ R3.1.22 (株 )九大印刷 長崎県佐世保市卸本町2-7

シール印刷代 翠ヱ′βθθ R3。 1.22 (株)九大印刷 長崎県佐世保市卸本町2-7

2連ポスター代 翠25θθ R3,1.22 ダイヤモンドオフィスサービス(株) 東京都港区芝浦3-17-12

広報誌制作料 7猛∂βθ R3。 1.27 吉田典史 長崎県長崎市ダイヤランド4-10-4-201

2連ポスターデザイン料 5島θθθ R3.3.15 吉田典史 長崎県長崎市ダイヤラン牌 -10-4-201

こ の 買 の 小 計 525,σ∂θ

そ の 他 の 支 出 θ

合  計

"島
露θ

(注 1)1万 円以上の文出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の貢に記載して下さい。

|`



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 宣伝事業費 ( 宣伝広告費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称)
支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

ビデオ制作費 βαθθθ R3.1.22 合同会社Muhipod 沖縄県沖縄市登川字登川1753-3

動画作成・編集代 ヱ2ヱ′θθθ R3.1.22 合同会社Muhゎ Od 沖縄県沖縄市登川宇登川1753-3

ソフ トウェアリース料 2=′ 7θβ R3.2.4 ヅコーリース株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1

0番 35号

動画制作代 び£θθθ R3.2.26 合同会社Multipod 沖縄県沖縄市登川字登川1753-3

ソフ トウェアリース料 2=′ 928 R3.3,22 リコーリース株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1

∩恐 Rら暑

ソフトウェアリース料 2=,7θ∂ R3.4.5 〃 ″

動画作成代 δ£θθθ R3.4。 1 合同会社MdtttOd 沖縄県沖縄市ヌュk川 字登川1753-3

ソフトウェアリース料 2ヱ″7θど R3.5。 6 リコージース株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1

0番35号

ソフ トウェアリース料 2ヱ,928 R3.6.21 〃 ″

ツフ トウェア リース料 2ヱ,7θβ R3.7.5 〃 〃

ソフトウェアリース料 2=,7θ∂ R3.8.9 〃 〃

こ の 頁 の 小 計 孝βttβ9δ

そ の 他 の 支 出 θ

合  計 巫β島39び

m鵬
部 製 Ⅷ 習 と

｀砺 円未満の支出lま 陀 の

(注 2)ギ漁名皆客警宏!豊覆含啓|こ記雲ヒモ雫吉釈f目
別区分の(  )の

17



(そ の 15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 調査・研究費  ( 調査費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

法人会費 ∂Qθθθ R3.3.15 一般社団法人倫理研究所 東京都千代田区紀尾井町4-5

BPWな がさき会費 ヱ猛θθθ R3.5.14 BPⅥlながさき 長崎県西彼杵郡時津町浦郷275-4

法人会費 ヱQθθθ R3.6.1 一般社団法人倫理研究所 東京都千代日区紀尾井町4-5

法人会費 ヱQθθθ R3.7.30 一般社団法人倫理研究所 東京都千代田区紀尾井町4-5

こ の 頁 の 小 計 び猛θθθ

そ の 他 の 支 出 ヱ身θθθ

合  計 72θθθ

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の (

中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

「その

|∂

)の



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 調査・研究費  ( 研究費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(スは名称) 支出を受けた者の住断(又は所在地) 備 考

講座受講料 ヱ猛 R3,3.11 井出陽子 県長崎市柳谷町18-36

こ の 頁 の 小 計 =z
そ の 他 の 支 出 島δヱθ

合  計 22,ぢ∂5

は →
満 写   甥 そ

｀萌 昧 満ぼ 曲 ま 監 の

帷2)ギゑ名皆客蒼段豊覆含許こ亀撃ヒモ牟音俣「
目別区分の( )の

lη



(そ の 17)

資 産 等 の 状 況

1 資産等の総括表

資 産 等 の 有 無

考備無有資 産 等 の 項 目 別 区 分

団□地ア 土

回物イ 建

図□
ゥ 建物の所有 を 目的 とす る地上権又は土地の賃借権

取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産
エ

函□金
貯

預
通

オ
し 金 普若 く 貯はを当び 預座 金 除 く通 及金`主

伝
預

除を く金 便 金貯便 貯 通( 常 郵は 郵又くを金 除

函託信銭力 金

函□
キ 有 券証価

函
ク 出 資 に よ る 権 利

ご□
ケ 貸 付 先 ご と の残 高 が 100万 円 を超 え る貸 付 金

函
支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金

コ

骸□
サ 取得の価額が100万 円を超 える施設の利用に関する権利

国/

借 入 先 ご との残 高 が 100万 円 を超 え る借 入 金シ

ユ D

※有無について思融て下さい。 (注)□が有の場合は「頂 日別区分」ごとに (そ の18)が必要です。



(そ の20)

宣 誓 書

添付書類 (別添のとおり)

領収書等の写し

監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

政治資金監査報告書 (国会議員関係団イ本に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであつて、真実に相違ありません。

令不日 4年  3月  31日

政治団体の名称  白)聴占美後援会

会計責任者の氏嘉  白川 よしみ ⑤

代 表 者 の 氏 名

(解散時のみ)

①

ユ



政治資金監査報告書

令和 4年 5月 11日

白川鮎美後援会

代表 白川 漁占美 殿

登録政治資金監査人

登 録 番 号 第 5524号

研修修了年月日 平成 31年 3月 28日

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づき、白川鮎美後援会の令和 3

年に係る法第 12条第 1項に規定する収支報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支

報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に

係る支出目的書 (支 出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)について、支出に関する政治資

金監査を行つた。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資

金監査に関する具体的な指針」 (以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行つた。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告

書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書、振込明細書

及び振込明細書に係る支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行つた結果を報告

することにある。

(4)こ の政治資金監査は、白川鮎美後援会の主たる事務所において行つた。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書及び領収書等が保存されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るそ

の年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい

た。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規定する収支報告書は、会計帳

簿、明細書及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第4号に規定する事項について、領収書等を微し難かつた支出の明細書及び振込明細

書に係る支出目的書は、存在しなかつた。

3 業務制限

白川鮎美後援会と私との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する事実はない。

株 旅

以   上


